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祝
　
市
制
5
5
周
年
記
念
式
典
挙
行

市
制
5
5
周
年
を
記
念
し
て
、
4
月
2
9
日
（
水
）
に
都
の
杜
う
ぐ
い
す
ホ
ー
ル
に
お
い
て
記
念
式
典

が
挙
行
さ
れ
、
叙
勲
受
賞
者
な
ど
の
顕
彰
や
市
政
に
協
力
さ
れ
た
方
々
へ
の
表
彰
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
記
念
式
典
と
併
せ
て
、
第
9
回
都
留
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
、
多
く

の
市
民
が
集
い
楽
し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
た
。

記
念
式
典
に
お
け
る
顕
彰
者
・
受
賞
者
は
、
次
の
皆
さ
ん
で
す
。
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

○
病
院
関
係

小
池
知
子
　
志
村
　
弘

近
藤
英
雄

谷
村
第
一
小
学
校

児
童
一
同

○
土
地
提
供
関
係

（
道
路
・
水
路
用
地
）

顕
彰
者

奥
秋
悪
次

草
薙
征
一

波
達
文
香

木
村
勝
幸

澤
田
洋
一

山
田
美
佐
子

物
故
顕
彰
者

南
部
利
幸

武
井
重
雄

市
政
功
労
者

富
田
一
明

奥
脇
隆
樹

梶
原
　
酒
　
臭
秋
亮
一

小
林
婦
美
恵
　
白
戸
和
子

小
俣
賢
明
　
板
倉
圭
子

相
澤
節
子
　
小
俣
和
人

藤
江
厚
夫
　
上
野
祐
三

波
蓮
か
を
る

田
中
芳
雄
　
佐
藤
　
保

平
井
健
一
廣
嶋
義
宣

森
嶋
芳
彦
　
小
宮
こ
と
江

上
杉
　
賞
　
三
枝
静
香

物
故
市
政
功
労
者

渡
遽
和
典

感
謝
状
贈
呈
者

○
教
育
関
係

渡
邁
庸
一
㈱
日
清
機
械
足
立
営
業
所

㈱
セ
ル
バ
十
日
市
場
店

○
福
祉
関
係

廣
嶋
節
司
　
陣
内
靖
彦
　
前
田
正
則

見
高
信
太
郎
　
禾
生
地
区
ゴ
ル
フ
愛
好
会

都
留
舞
踊
連
盟
　
㈱
公
正
屋

都
留
仏
教
会
　
宮
原
道
相
補
保
存
会

丸
統
富
士
吉
田
青
果
商
業
協
同
組
合

都
留
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
・

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
山
梨
第
1
0
団

富
士
五
湖
歌
謡
連
盟

国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
山
梨
－
芙
蓉

都
留
二
中
昭
和
4
2
年
度
卒
業
生

育
藍
幼
稚
園
P
T
A

O
ま
ち
づ
く
り
関
係

橋
村
元
弘
　
小
林
　
薫

㈱
ノ
ジ
マ
都
留
店
　
㈱
ブ
レ
ー
ン
ズ

○
地
域
社
会
振
興
関
係

南
部
民
夫

志
村
満
繁

藤
本
紘
一

三
森
　
博

奥
脇
雅
俊

板
倉
立
行

武
内
一
夫

岩
井
伸
博

初
原
　
裕

角
田
康
則

志
村
幸
雄

泉
　
　
浩

小
幡
秀
雄

南
部
輝
行

藤
本
　
正

深
沢
雅
寛

小
俣
正
孝

岩
田
　
勲

岩
澤
　
泉

清
水
郷
子

相
川
欒
助

志
村
　
誠

伏
見
幸
雄

佐
藤
キ
ヨ
子

佐
藤
、
の
ゆ
み

小
川
光
子

鈴
木
邦
彦

天
野
　
正

勝
俣
謙
二

勝
俣
行
弘

志
村
好
直

金
子
栄
子

三
枝
千
巌

佐
藤
　
計

小
林
圭
一

前
田
正
成

平
井
辰
雄

平
井
正
二

日
向
敏
子

小
林
一
夫

鈴
木
元
利

中
谷
忠
宏

志
村
　
豊

小
林
忠
一

石
井
善
雄

程
原
正
明

松
島
恵
子

勝
俣
亘
弘

志
村
明
代

金
子
伸
一

渡
邁
　
武

三
枝
福
子

佐
藤
逸
郎

奥
秋
正
文

小
林
希
一

井
上
健
治

原
田
娃
子

赤
澤
士
朗

長
田
清
子

坂
本
康
人

ク
レ
イ
ン
農
業
協
働
組
合

（
公
共
用
地
）

秋
山
新
一
　
田
辺
美
恵

秦
　
武
雄

坂
田
　
準

奥
秋
隆
二

小
林
敏
徳

城
之
内
利
恵
子

井
上
一
夫

中
島
ひ
ろ
子

上
原
正
孝

池
田
総
業
㈱

N
B
C
㈱

伊
藤
園
彦

「
や
ま
な
し
子
育
て
ネ
ッ
ト
」

を
こ
利
用
く
だ
さ
い

県
で
は
、
子
育
て
中
の
保
護
者
な
ど
の
不

安
や
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
子
育
て
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
提
供
を
行
う
「
や
ま
な

し
子
育
て
ネ
ッ
ト
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

掲
載
内
容

○
県
や
市
町
村
で
行
っ
て
い
る
子
育
て
に
関

す
る
各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス

○
保
育
所
や
児
童
館
、
地
域
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
な
ど
の
子
育
て
支
援
施
設

○
子
育
て
サ
ー
ク
ル
や
支
援
団
体
、
子
育
て

に
関
す
る
相
談
窓
口

や
ま
な
し
子
育
て
応
援
カ
ー
ド

の
利
用
に
つ
い
て

「
や
ま
な
し
子
育
て
応
援
カ
ー
ド
」
は
、
県
内

の
1
8
歳
未
満
の
子
ど
も
が
3
人
以
上
い
る
家
庭

に
交
付
さ
れ
ま
す
。
ス
テ
ッ
カ
ー
を
掲
示
し
た

協
賛
店
舗
な
ど
を
利
用
す
る
際
に
、
カ
ー
ド
を

提
示
す
る
こ
と
で
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

申
請
先
　
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
内
　
福
祉
課

子
育
て
支
援
担
当

中
請
方
法
　
所
定
の
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
、
福
祉
課
か
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
や
ま
な
し
子
育
て
ネ
ッ
ト
」
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
能
で
す
。

注
意
事
項
　
申
請
に
は
、
住
民
票
や
健
康
保
険

証
な
ど
、
1
8
歳
未
満
の
子
ど
も
が
3
人
以
上
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
が
必
要
で
す
。

間
合
先
　
県
児
童
家
庭
課

℡
0
5
5
（
2
2
3
）
1
4
5
6


